
○徳島大学自己点検・評価委員会規則 

平成３年１０月１８日 

規則第１０３７号制定 

（設置） 

第１条 徳島大学に，徳島大学自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 中期目標・中期計画の評価に関すること。 

(2) 認証評価に関すること。 

(3) 自己点検・評価及び外部評価（以下「自己評価等」という。）の実施項目，実施内容及び

実施方法に関すること。 

(4) 部局に置く自己評価等に関する委員会との連絡調整及び評価結果についての全体的調整

に関すること。 

(5) 自己評価等の実施及びその結果の公表に関すること。 

(6) 自己評価等の結果に基づく改善策に関すること。 

(7) 教育・研究者情報の収集及び公表に関すること。 

(8) その他自己評価等に関して必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 

(2) 各学部において自己点検・評価に携わる教授 各１人 

(3) 教養教育院から選出された教員 １人 

(4) 先端酵素学研究所長 

(5) 人と地域共創センター，情報センター，放射線総合センター及び高等教育研究センター（以

下「各センター」という。）の長又は各センターから選出された教授 各１人 

(6) 研究支援・産官学連携センターから選出された教員 １人 

(7) 附属図書館長 

(8) 副病院長のうちから選出された者 １人 

(9) 総務部長 

(10) インスティトゥーショナル・リサーチ室長 

(11) その他委員会が必要と認める者 

２ 前項第２号，第３号，第５号，第６号，第８号及び第１１号の委員は，学長が命ずる。 

（任期） 

第４条 前条第１項第２号，第３号，第５号，第６号，第８号及び第１１号の委員（第５号に規



定する各センターの長を除く。）の任期は２年とする。ただし，委員に欠員が生じたときの後

任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は，再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，第３条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員会に副委員長を置き，委員長の指名する者をもって充てる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐する。 

５ 委員長に事故があるときは，副委員長が，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開くことができない。 

２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。 

（代理出席） 

第７条 第３条第１項第２号から第９号までの委員が会議に出席できないときは，代理の者を出

席させることができる。 

（委員以外の者の出席） 

第８条 委員会が必要と認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことがで

きる。 

（作業部会） 

第９条 委員会に，評価等に関する具体的事項を検討させるため，作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会は，委員長の指名する委員をもって構成する。 

３ 作業部会には，委員以外の者を加えることができる。 

４ 前２項のほか，作業部会について必要な事項は，委員会で定める。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，総務部企画・評価課において処理する。 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，委員会について必要な事項は，委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成３年１０月１８日から施行する。 

附 則（平成５年４月１日規則第１０９９号改正） 

この規則は，平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年４月１６日規則第１１０９号改正） 

この規則は，平成５年４月１６日から施行し，平成５年４月１日から適用する。 



附 則（平成６年６月２４日規則第１１５２号改正） 

この規則は，平成６年６月２４日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日規則第１２２７号改正） 

この規則は，平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日規則第１２５６号改正） 

この規則は，平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年４月９日規則第１３３９号改正） 

この規則は，平成１０年４月９日から施行する。 

附 則（平成１１年１月２９日規則第１３７８号改正） 

１ この規則は，平成１１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の第３条第１項第２号から第４号までの規定に基づき選出された委員（第３号に規定

する各センターの長を除く。）の任期は，同条第３項の規定にかかわらず，平成１１年３月３

１日までとする。 

附 則（平成１２年３月１７日規則第１４８９号改正）抄 

１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２１日規則第１６６１号改正） 

この規則は，平成１３年９月２１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２７日規則第１７０９号改正） 

この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月２０日規則第１７３４号改正）抄 

１ この規則は，平成１５年１月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１０月１日規則第１８１０号改正） 

１ この規則は，平成１５年１０月１日から施行する。 

２ この規則施行の際現にこの規則の各条による改正前の各規則の規定により各附属病院から選

出された委員である者は，改正後の各規則の規定に基づき選考されたものとみなし，その任期

は改正前の各規則に基づく任期を引き継ぐものとする。 

附 則（平成１６年３月１９日規則第１８６７号改正） 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月１日規則第１０３号改正） 

この規則は，平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２４日規則第１６０号改正） 

この規則は，平成１７年３月２６日から施行する。ただし，第３条の改正規定（「及び医療技

術短期大学部」を削る部分を除く。），第４条及び第７条の改正規定は平成１７年４月１日から

施行する。 



附 則（平成１９年２月１６日規則第４２号改正） 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日規則第６８号改正） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２７日規則第１２号改正） 

この規則は，平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１１月２６日規則第３２号改正） 

この規則は，平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１６日規則第３２号改正） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１日規則第１号改正） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月１６日規則第３２号改正） 

１ この規則は，平成２２年７月１６日から施行し，改正後の第３条第１項第４号の規定は，平

成２２年７月１日から適用する。 

２ この規則施行後，情報化推進センター及び産学官連携推進部から最初に選出される委員の任

期は，第４条の規定にかかわらず，平成２４年３月３１日までとする。 

附 則（平成２４年３月２１日規則第４５号改正） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日規則第１号改正） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１８日規則第８７号改正） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日規則第４０号改正） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１５日規則第６４号改正） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日規則第８９号改正） 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日規則第８０号改正） 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１７日規則第６９号改正） 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

 



 

徳島大学教養教育院教養教育プログラム評価委員会規則 

平成３０年１２月６日 

教養教育院長制定 

 

 （設置） 

第１条 教養教育課程において，各学部学科等のディプロマ・ポリシー（以下「ＤＰ」とい

う。）及びカリキュラム・ポリシー（以下「ＣＰ」という。）に基づいた教育プログラム

が実施できているかを審議するため，教養教育院に教養教育プログラム評価委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は，教養教育に関する次の各号に掲げる事項の改善について意見交換を行い，関

係委員会等に報告及び提案する。 

 (1) 学部学科等のＤＰ及びＣＰとの整合性に関すること。 

 (2) 教育の内部質保証に関すること。 

 (3) その他教養教育科目全般の検証に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 院長 

 (2) 教養教育院に置く総務委員会，教務委員会並びにＦＤ委員会の委員長及び副委員長 

 (3) その他委員会が必要と認める者 

２ ただし，前項第３号委員については，教育プログラムの評価等，必要に応じ招集するものと

する。 

 （委員の任期） 

第４条 前条の第３号委員の任期は当該年度末までとする。ただし，委員に欠員が生じたときの

後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，その選出は委員の互選とする。ただし，第３条第１項第２項の

教務委員会委員長は，委員長に選出することはできない。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開くことができない。ただし，委員

が都合により出席できないときは，代理の者を出席させることができる。 

２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。 

 （委員以外の者の出席） 

第７条 委員会が必要と認めるときは，会議に委員以外の者（学生を含む。）の出席を求めて，

意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，学務部教育支援課において処理する。 

 （雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，委員会について必要な事項は，委員会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 


